
 

 

 

第７回宮崎県総合計画審議会 

・ 

第５回専門部会合同会議 

 

会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 令和５年３月２９日（水） 

                     10：30～12：00 

場所 宮崎県防災庁舎 防 72・73 号室 
 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

〇事務局 

それでは定刻となりましたので、ただいまより、第７回宮崎県総合計画審議会・第５回専門 

部会合同会議を開催いたします。委員及び専門委員の皆様におかれましては、年度末の御多忙 

のところ御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

本日御出席の委員及び専門委員の紹介につきましては、お手元に配布の名簿に代えさせてい

ただきますが、急遽、岩田専門委員から御欠席との連絡をいただいております。なお、本日委

員の御出席は 13 名でございまして、規定の定足数に達しておりますことを御報告いたします。

続いて資料の確認です。本日お配りしております資料は、次第の裏面に記載の配付資料一覧の

通りでございます。不足等がありましたら、挙手にてお知らせください。よろしいでしょうか。 

それではこれより議事に移りますが、規定により議事は会長が議長となり進めることとなっ

ておりますので、佐藤会長、以降の進行をよろしくお願いいたします。 

 

〇佐藤会長 

会長を仰せつかっている佐藤でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは

これからの進行につきましては、私の方で進めていただきますので、円滑な進行に向けまして、

皆様の御協力をお願いいたします。 

まず議事に入ります前に、本日の会議録署名委員を指名させていただきます。本日御出席の 

委員の中から、出口委員と藤本委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは議事に移ります。本日は、これまでの審議会や専門部会での議論等を踏まえ事務局

において取りまとめた、次期宮崎県総合計画アクションプランの素案について御議論いただき

たいと思います。次期アクションプランの策定に向け、専門委員の皆様を含めた一堂に会して

の会議は本日が最後の機会となりますので、特に専門委員の皆様におかれましては、専門的な

見地から幅広い御意見等を賜れば幸いに存じます。 

それでは次期アクションプランの素案について、事務局から説明をお願いします。 

 

〇総合政策課長 

総合政策課長の津田でございます。アクションプランの素案について説明させていただきま

す。 

本素案につきましては、目次にありますとおり、計画策定の趣旨や基本姿勢に加え、これま

で４年間の取組状況や知事の政策提案を踏まえ、５つの重点プログラムで構成しております。 

その中で、前回の専門部会でいただいた御意見についても反映させていただき、この素案を 

策定させていただいております。また、１ページにも記載しておりますが、期間については令

和５年度から８年度までの４年間で、重点的・優先的に取り組む施策の内容、数値目標を示し 

たものでございます。 

それでは具体的な内容ですが、プログラムⅠ「コロナ禍・物価高騰等からの宮崎再生」とい

うことで、６ページをお開きください。 

まず、政策１「県民の命や健康を守る地域医療・福祉の充実」といたしまして、概要にあり
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ますとおり、世界中で猛威を振るった新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえまして、新

たな感染症の発生を想定し対応力を強化するとともに、住み慣れた地域で医療・福祉サービス

を受けることができる体制を構築する必要があるとしております。 

このため、重点項目１にあります、病床の確保や検査体制の構築などの感染症への対応力の

強化や、重点項目２にあります、在宅医療の推進やへき地医療の機能維持等、地域における医

療介護提供体制の充実に取り組みます。 

さらに、重点項目３にあります、医師の地域偏在の是正や、看護師、介護福祉士の県内就職

促進、また、その処遇改善といった医療・福祉人材の確保・育成対策の強化に取り組んでまい

ります。そのための指標といたしましては、医療満足度や中山間地域における常勤医師充足率

等を設定しております。 

続きまして８ページを御覧ください。政策２を「県民生活・地域経済の早期回復」としてお

ります。 

長引くコロナ禍や国際情勢の不安定化に起因する原油価格・物価高騰などにより、県民の暮

らしや地域経済は深刻な打撃を受けており、一刻も早く建て直し、再び成長軌道に戻していく

必要がございます。 

このため、重点項目１にありますように、生活困窮者やひとり親家庭、ヤングケアラーなど、

貧困や孤立などの困難を抱える人への支援に取り組んでまいります。 

また、重点項目２にあります相談体制の充実等による精神保健対策・自殺対策の強化や、重 

点項目３にあります、観光・宿泊・公共交通の需要喚起や燃油・資材等高騰対策による中小企 

業・小規模事業者の支援等による県内経済の回復などに取り組んでまいります。なお、指標と 

いたしましては、自殺死亡率や県内総生産などを設定しております。 

政策３は、「魅力ある『観光みやざき』の創生」としております。新型コロナ感染症の対応に

つきましては、これまでの規制から共生への移行を行っております。それに伴い、観光客をは

じめとする人の流れは、コロナ禍の前におおむね戻りつつあります。 

このような中、いかに差別化を図り、本県が選ばれる地域となるかが重要でございます。そ 

のため、重点項目１にありますように、本年の４月にございます「Ｇ７宮崎農業大臣会合」や

１０月の「宮崎県人会世界大会」等のイベントやレガシーを活用して、観光みやざきの魅力発 

信と基盤づくりを行ってまいります。また、重点項目２にありますように、外国人観光客の誘 

客強化とみやざきＭＩＣＥの推進も図ってまいります。 

さらに、重点項目３については、屋外型トレーニングセンターが本年４月から供用開始いた 

しますので、スポーツ合宿・大会の積極的な誘致を行うことにより、国際水準のスポーツの聖 

地、スポーツランド宮崎のブランド力向上を図ってまいります。指標といたしましては、今回

のＷＢＣでも盛り上がりましたが、観光入込客数ですとか、県外からのキャンプ・合宿延べ参

加者数等を設定しております。 
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続きまして、プログラムⅡ「希望ある未来への飛躍に向けた基盤づくり」について説明いた

します。14 ページをお開きください。 

まず政策１「希望ある未来への挑戦」であります。人口減少、少子高齢化をはじめ、グロー

バル化やデジタル化の進展、世界規模の気候変動など、本県を取り巻く情勢は大きく変化して

おります。 

このような中にありまして、県民誰もが楽しさや幸せを実感できる社会を実現していくため 

には、目前の課題に機動的に対応するだけではなく、中長期的な視点に立って夢や希望につな

がる種を蒔いていくことも重要であります。 

このため、スマートシティや脱炭素の地域づくりの推進、次世代モビリティやメタバース等

の未来技術の導入検討など、チャレンジングな取組を行ってまいります。 

次に 16 ページをお開きください。政策２「交通・物流ネットワークの維持・充実」でござい 

ます。人口減少下にあっても、日常生活に必要なサービス・機能の維持や県内産業の成長・発

展など、本県の社会や経済を持続可能なものとしていくためには、ひとやモノの流れを支える

基盤づくりが重要であります。 

このため、高規格道路の整備促進や港湾機能の強化、持続可能な地域交通網の構築など、交 

通・物流ネットワークの充実に取り組んでまいります。指標といたしましては、高規格道路整

備率や地域間路線バスの運行形態等の見直しを行った路線数等を設定する予定です。 

次に 18 ページをご覧ください。政策３を「命や暮らしを守る災害に強い県づくり」としてお

ります。本県は、風水害、地震、火山等、様々な影響を受けやすい地理、気候条件を有しており

ます。また、世界規模の気候変動による自然災害の激甚化・頻発化や、将来の発生が想定され

ている南海トラフ地震への対応など、更に備えを強化していく必要があります。 

このため、重点項目１として、防災対策の推進等による災害に強い県づくりや重点項目２と

して、地域防災の中核となる人材の育成・確保等による災害に強い人づくり・地域づくり等に

取り組んでまいります。指標といたしましては、緊急輸送道路改良率や防災士の数等を想定し

ております。 

続きましてプログラムⅢ「『みやざき』の未来を創る人材の育成・活躍」でございます。22ペ 

ージをお開きください。 

政策１の「子どもを生み育てやすい県づくり」ですが、出生率の減少は次代を担う若者の減

少につながり、このままでは地域経済の縮小のほか、地域の文化や防災・防犯の担い手不足な

ど、生活のあらゆる面に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。 

このため、重点項目１として、少子化対策の強化や出会いの機会の創出による結婚・出産の

希望がかなう環境づくりに取り組みます。また、重点項目２として、地域の子育て支援体制の

整備や、男性の家事・育児等への参加推進など、安心して子育てしやすい環境づくりに取り組

んでまいります。指標といたしましては、合計特殊出生率や育児休業取得率などを設定してお
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ります。 

続きまして 24ページをお開きください。政策２「未来を担う子どもたちの育成」でございま

す。ここでは、デジタル技術の拡大や社会の価値観の変化、グローバル化の進展など、変動が

激しく複雑で予測困難な時代にあって、子どもたちがそれぞれの能力や可能性を伸ばすことで

将来の夢や希望を持ち、本県の未来を切り拓いていく原動力として成長していくことが重要で

ございます。 

このため、重点項目１の教科・分野横断的な学習やグローバル教育の推進などによる新たな

時代を生き抜く力を育む教育の推進ですとか、重点項目２にありますような、郷土に対する誇

り・愛着を育むふるさと学習の充実やキャリア教育・職業教育の推進等に取り組んでまいりま

す。指標といたしましては、県内高校生の留学者数や、ふるさとが好きだという児童生徒の割

合等を設定しております。 

続きまして 26ページをお開きください。政策３「一人ひとりが自分らしく生き生きと活躍で 

きる共感・共生社会づくり」でございます。 

私どもの社会は、家庭や職場、地域等において、人や集団の関わりの中で築き上げられてき

たものです。これからも、女性や高齢者、障がい者、外国人など、様々な人々が集い、共感や思

いやりの心をもち助け合いながら、それぞれの個性や能力を発揮できる社会づくりを進めてい

くことが重要でございます。 

このため、女性が働きやすい職場環境づくり等の推進などによる、女性が輝く地域づくりや、

在宅サービスの充実などによる障がい者が自立して安心して暮らせる共生社会づくり、就業機 

会の確保等による高齢者が生き生きと活躍できる者環境づくりに取り組んでまいります。 

また、外国人住民への支援による多文化共生社会づくりの推進等、国際交流の推進などに取 

り組んでまいります。指標といたしましては、性別によって役割を固定されることにとらわれ 

ない人の割合や福祉施設から一般就労に移行する障がい者数等を想定しております。 

続きまして 28ページ、政策４「健康・学び・スポーツ・文化の充実」でございます。ライフ 

 スタイルや価値観が多様化する中で、県民一人ひとりが健康で豊かな暮らしを楽しむことがで 

きる社会にしていくことが重要であります。 

このため、重点項目１にございます病気の発症・重症化予防に向けた取組などによる疾病予 

防・健康づくりの推進や、社会教育施設の整備機能の充実による生涯を通じて学び続けられる 

環境づくりに取り組んでまいります。また、場所と機会の提供による県民のスポーツ活動によ 

る交流の促進や、文化に親しむ機会の創出等による県民の文化活動交流の促進などに取り組ん 

でまいります。指標といたしましては、特定健康診査実施率や成人の週１回以上のスポーツ実 

施率などを想定しております。 

続きましてプログラムⅣ「社会減ゼロへの挑戦」です。32ページをお開きください。政策１ 

「若者・女性の県内就業・県内定着の促進」でございます。 
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将来にわたって地域の機能を維持し、地域経済を活性化していくためには、特に県外流出の

大きい若者や女性に選ばれ、暮らし、働くことの楽しさや幸せを実感できる環境にしていくこ

とが重要でございます。 

そのために、若者や保護者に向けて県内で働くことの魅力を届ける仕組みづくりなど、宮崎 

で暮らし、働くことの良さの創出と情報発信に取り組んでまいります。また、奨学金返還支援 

の対象拡大等による県内就職の促進等、若者や女性の県内就業・県内定着に取り組みます。指 

標としましては、社会動態や県内高校新卒者の県内就職割合等を想定しております。 

また、政策２の「みやざき回帰・県外からの移住の促進」でございますが、一時拡大した地

方回帰・分散の動きが、コロナの収束とともに再び都市圏への集中へと戻りつつあります。そ

のような中におきまして、宮崎に目を向けて移住先として選んでもらうためには、他自治体と

の差別化を図るとともに、本県の強みや魅力を効果的に発信していくことが重要でございます。 

このため、移住後のフォローアップ支援や関係・交流人口の拡大に取り組んでまいります。

指標といたしましては、移住政策による移住世帯数や自治体施策を通じたワーケーション受入

数を想定しております。 

次に政策３「安心して住み続けられる持続可能な地域づくり」でございます。やはり、人口

減少下においても、住み慣れた地域で安心して住み続けていただくために、デジタル技術を積

極的に利用し、生活機能を維持していくということが重要でございます。 

このため、地域運営組織の形成促進等による「宮崎ひなた生活圏づくり」の推進に取り組ん 

でまいります。また、中山間を支える担い手の確保・育成等による中山間地域の振興や行政手 

続きのオンライン化等による県民本位のデジタル・ガバメントの推進、再生可能エネルギーの 

導入拡大等によるゼロカーボン社会づくりなどに取り組んでまいります。 

また、交通事故や犯罪が起こりにくい地域づくりなどにも取り組んでまいります。指標とい

たしましては、これからも住み続けたいと思う人の割合や再生可能エネルギーの電力量割合等

を設定しております。 

続きまして最後になりますが、プログラムⅤ「力強い産業の創出・地域経済の活性化」でご 

ざいます。42ページをお開きください。 

 政策１「産業を支える多様な人材の確保・育成」でございます。少子高齢化に伴いまして、

今後ますます労働力人口が減少していく見通しの中、県内産業を支える人材の確保・育成が急

務となっています。このため、リスキリングの推進やＩＣＴ技術者の確保・育成等に取り組ん

でまいります。指標といたしましては、プロ人材と県内企業とのマッチング成約数等を設定し

ております。 

続いて 44 ページでございます。政策２「新産業の創出と地域経済の活性化」でございます。 

このような変化の著しい時代にあって、本県産業がしっかりと成長を続けていくためには、新

たなイノベーションの創出や生産性の向上により、国内外での競争力強化を図っていくことが
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重要になります。 

このため、スタートアップ企業の育成などによる新産業の創出や県内企業の海外展開を積極

的に支援します。また、県内事業者のデジタル化の対応をはじめ、起業・創業のチャレンジ支

援など中小企業・小規模事業者の成長促進に取り組みます。指標といたしましては県内経済成

長率や新規開業事業者数等を設定しております。 

  最後になりますが、政策３「稼げる農業水産業への成長促進」です。現在、食料エネルギー

等の安定的な確保が国際的な課題となっており、今回本県で開催されますＧ７農業大臣会合に

おいても、主要な議題になると思われます。本県の基幹産業である農林水産業の重要性はます

ます高まっており、地域経済を支える力強い産業への成長が求められております。 

そのため、担い手の確保・育成やＩＣＴを活用したスマート農林水産業の促進等に取り組み

ます。また、先端技術等を活用した持続可能な農林水産業への転換、産地とマーケットをつな

ぐ物流の効率化、輸出の促進等による国内外への販路拡大による販売力の向上等に取り組みま

す。 

そして、重点項目４ですが、家畜防疫・植物防疫体制の強化などによる危機事象に負けない

生産体制の強化等に取り組んでまいります。指標といたしましては、農林水産業の新規就業者

数や農林水産物輸出額を設定しております。素案の概要については以上です。 

今回のアクションプランは、従来と比べまして写真等も用いながら、重要施策をコンパクト 

にまとめたところでございます。本日は、この素案に対しまして委員の皆様から忌憚のない御

意見をいただくとともに、４月に実施するパブリック・コメント等の結果も踏まえながら、今

後、答申案として仕上げてまいりたいと考えてございます。説明は以上です。 

 

〇佐藤会長 

ありがとうございました。ただいま事務局から素案の説明がございました。これまで数回に

渡り、委員や専門委員の方々の御意見等を踏まえながら、アクションプランの素案が出来上が

ってきております。 

なお、素案につきましては、プログラムⅠからⅤという形で構成されておりますが、本日は

それぞれの分野の専門の方々もお見えでございますので、プログラムⅠから順番に審議すると

いうことではなく、プログラムⅠからⅤまでの内容について、幅広く御意見等をいただきたい

と存じます。どなたからでも結構ですので御意見をいただければ幸いです。 

それでは楠元委員お願いいたします。 

 

〇楠元委員 

福祉事業をやっております楠元です。よろしくお願いします。22ページの「子どもを生み育

てやすい県づくり」の概要の６行目に「子育て支援体制の整備」とあり、これまでいろいろな
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制度の改善や新しい施策が作られているように思います。その中で、宮崎県の産後ケアの対応

について教えていただきたいと思います。 

家族が増えることを楽しみにした出産で、子どもが障がいを抱えていたり、難産が原因で発

育が疑問視されたり、退院後の子育て生活で母親が孤独を感じたり、子育てすることが大変な

状況になってきていると思います。 

夫婦での子育てが厳しい状況にもありますし、また、コロナ禍の中で、母親のうつ病、さら

には自殺者も増えてきているように思います。宮崎県では、どのような産後ケアされておられ

るかをお聞かせいただきたいと思います。 

 

〇佐藤会長 

事務局よろしいでしょうか。 

 

〇総合政策課長 

申し訳ございませんが、本日は担当課も来ておらず、個別の細かい説明は難しい状況にござ

います。本日は、先ほど御説明させていただいた、素案に対しての御意見等をいただければと

存じます。 

 

〇楠元委員 

  分かりました。産後ケア事業の中に、訪問型・ショートステイ型・デイサービス型等、いろ 

いろあると聞いておりますが、住んでいる地域や住居の状況で、必要とされている支援も違う 

と思います。利用者のアンケート等がありましたら、利用されるお母様方のニーズも分かり、

安心した子育てにつながると思います。結果、お母様方も子育てに自信がついて、次の子ども

を生み育てやすい気持ちになると思います。 

この産後ケア事業を宮崎県が上手く活用できれば、子どもが増えることにつながると思いま

す。 

 

〇総合政策課長 

ありがとうございます。市町村の方でも保健師による出産後の訪問指導等、実際行っている

とは思いますが、今の御意見については、担当課の方にも伝えたいと思います。 

 

〇総合政策部長 

大変重要な御指摘をいただきました。基本的には、それぞれの家庭の支援の中心としては、

市町村が当たっています。それぞれの市町村が、産前ケア・産後ケア、トータルで動いていま

すが、そういった支援がどこまで認知されているのか、その使い方としてはどうなのか、一度
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把握する必要があるかもしれません。 

例えば、両親が近くに住んでいればよいのですが、そうような状況にない家庭も多いと思わ 

れます。県としてもその状況を把握して、フォローしていく体制を作っていく必要があると認 

識しております。 

 

〇佐藤会長 

ありがとうございました。私も自治体の首長として、やはり今こそ、結婚・出産・子育てへ 

の支援が、人口減少問題の解決策につながると考え、取り組んでいるところです。 

楠元委員の御意見は大変参考になりましたので、また、私自身も勉強させていただきたいと

考えております。ありがとうございました。それでは続いて西片委員、お願いいたします。 

 

〇西片委員 

宮崎大学の産学官連携を担当しております西片と申します。今回のプランは、希望ある未来

への飛躍に向けた基盤づくりという非常にチャレンジングな内容が盛り込まれており、とても

感銘を受けております。 

その中で、14ページの「希望ある未来への挑戦」にあるような内容については、大学として 

も県内企業等と連携し、人材の育成や新たな産業の創出を目指したいと感じているところであ 

ります。 

しかしながら一方で、42ページの政策１「産業を支える多様な人材の確保・育成」の具体的

な実施内容が、少し薄いと感じているところです。 

もちろん、デジタル化の推進は大事ではあるのですが、県内の技術者、開発者、特にテクノ 

ロジーに関する産業人材の育成というのは、今回の希望ある未来の飛躍に向けて、非常に重要

ではないかと思っております。特に追記までは求めませんが、ニュアンスとして、44ページに

ある脱炭素や先端技術産業などの人材の確保・育成の部分とのつながりに配慮していただけれ

ばと考え、あえて感想として発言しました。 

 

〇佐藤会長 

ありがとうございました。続きまして、出口委員お願いいたします。 

 

〇出口委員 

14 ページの政策１「希望ある未来への挑戦」の実施内容の３番目に、「駅や商店街等を核とし

た『歩いて楽しめる』まちづくりの推進」とありますが、非常にこれからの街づくりに大切な

考え方であると思います。 

その中で、38 ページの重点項目５に道路拡幅や歩道の設置、交通安全施設の整備・更新等が 
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記載されています。もちろん歩道の設置も大事ですが、これから問題になりそうなのは、歩行

者と自転車との関係ではないでしょうか。自転車の走行空間の整備が大事になってくると思い

ますので、道路拡幅や歩道の設置の後に、「自転車走行空間の整備等」を入れていただくと、よ

り現実的に動きやすくなるかと思います。よろしくお願いいたします。 

 

〇佐藤会長 

 事務局、今の御意見はよろしいでしょうか。 

 

〇総合政策課長 

大変貴重な御意見をいただきました。自転車については、この４月からヘルメットの着用も 

努力義務化されることになっております。担当部局とも協議をして、どのような表現を加える 

か検討させていただきたいと思います。 

 

〇佐藤会長 

それでは松本委員お願いします。 

 

〇松本委員 

私の方から２点お願いします。まずは 38ページにある「高齢者が運転免許証を自主返納しや

すい制度づくり」ということですが、やはり高齢の運転者が増えてきて危ない現状が多々あり

ます。その中で返納できない理由は、やはり交通の便が不便で、車がないと生活できないとい

う現状を、もっと県としても真剣に考えていただきたいと思います。 

  もう１点ですが、28 ページに「健康・学び・スポーツ・文化の充実」とありますが、今後、

部活動が地域に移行していくようです。その中で、部活動指導を継続していただける先生方も

いらっしゃると思いますので、そのような先生方への保障についても県の方で考えていただけ

ればありがたいです。 

あと、中山間地域の子どもたちが高校に通学するのに、大変不便な現状もありますので、そ

の辺をどう考えていくかも大事な視点なのかなと考えております。 

 

〇佐藤会長 

今の御意見につきましては、まさに私の町でも課題として挙がっておりまして、非常に高齢

の運転者が多くなっており自主返納も増えております。しかしながら、特に中山間地域は代替

移動手段の確保が喫緊の課題になっております。 

日之影町においても地域交通会議を設置し、地域交通をどのように維持するのか、そして、

高齢者の方々の移動手段をどう確保するのか、オンデマンド型も含め、その計画づくりを進め
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ているところであります。これは県全体、あるいは全国的にも大きな課題ではないかなと思い

ます。 

それと、高校への進学の件ですが、中山間地域にある多くの自治体からの進学者が、下宿や 

寮生活ということで、保護者の負担も大きいと思われます。実際には、ある程度は各自治体か 

らの支援もあるようですが、私自身も大変考えさせられました。続いて長友委員お願いいたし 

ます。 

 

〇長友委員 

確認なのですが、プログラムⅠからⅤのタイトルのバランスで、プログラムⅣが「社会減ゼ

ロへの挑戦」となっていますが、その言葉だけでは意味が伝わりにくいと思いますが、何か宮

崎ならではの意図があるのかと思いまして、理由があれば教えていただきたいと思います。 

 

〇総合政策課長 

御意見ありがとうございます。現在の人口構成を考えますと、自然減を止めるのは中々厳し

いだろうと考えておりまして、県の施策として、手を加えるのであれば社会減のところになる

だろうという思いがございました。また、「社会減ゼロ」という言葉は、知事の政策提案中にも

あったことから、それを採用しているところであります。しかしながら、確かに分かりにくい

ところがありますので、前後に言葉を加えられないか検討したいと思います。 

 

〇佐藤会長 

続きまして、平井専門委員お願いいたします。 

 

〇平井専門委員 

防災支援の観点からお話をさせていただきます。先ほど観光業に力を入れるという説明があ

りまして、私も賛成ではあるのですが、同時に観光地の古い施設の存続についても考えて欲し

いと思っています。 

今、津波被害について想定した際、県内で一番対策が遅れているのが県庁所在地の宮崎市で

あり、特に日豊本線から海までの間に住まれている方は、全員命の危険があると捉えています。 

そのような場所にある自然や資源の存在をどうやって保護するのか、また、建物の保全をど

うするのかについて考える必要があると思います。 

18 ページの重点項目２のところでは、ＢＣＰの件も書かれていますが、企業活動の存続とい

う観点からも、災害対策にしっかり取り組んでいただきたいと思います。特に、このＢＣＰに

ついては意外と不十分な企業が多い状況にあります。また、大企業は備えているところも多い

ですが、中小企業は、なかなか手をつけてられていない実情もあるようです。ぜひ、少し強め
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に県の方から指導をお願いします。 

道路等の整備が着々と進んでいることは目に見えて分かりますので、対策もそれなりにでき

ると思いますが、自然や建物を含めた生活基盤、そして企業関係の災害対策、県民生活の存続

等に関わる部分については、ぜひ県の方で中心になって取り組んでいただきたいと思います。 

 

〇佐藤会長 

ありがとうございました。それでは中川美香委員、お願いいたします。 

 

〇中川美香委員 

宮崎日日新聞報道部の中川です。私からは２点で、１つは質問になります。36 ページの重点 

項目１に「宮崎ひなた生活圏づくり」の推進という言葉が出ていますが、初めてこのプランを 

見る県民には分かりにくいかと思います。どういった意味なのか教えていただきたいのですが。 

 

〇総合政策課長 

県民に浸透しているかと問われれば、我々のＰＲ不足もあると思われます。「宮崎ひなた生活

圏づくり」という表現は、宮崎県中山間地域振興計画の中に位置づけられております。 

このアクションプランを含めた総合計画に対し、各部局等が策定している部門別計画が対応

しているところであり、総合計画自体をそれぞれの部門別計画の上位計画という形に位置付け

ております。 

「宮崎ひなた生活圏づくり」という表現が固有名詞で出ているところでありますので、しっ

かりＰＲに務めてまいります。 

 

〇中川美香委員 

このアクションプランについては、県民にも分かりやすく伝わるように、写真等も入れてい

るという説明もありましたが、これは、広く県民の目に触れることを想定されて作成している

ということでよろしいでしょうか。 

 

〇総合政策課長 

  そのように考え、策定しております。 

 

〇中川美香委員 

それであれば、このプランを初見で見た人も分かりやすい表現だと良いかなと感じました。

先ほどの「宮崎ひなた生活圏づくり」などでも、注釈を付けていただくとか。そういった工夫

があれば、目指している方向性や実施内容の必要性についての理解が深まるのではないでしょ
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うか。 

 

〇総合政策課課長 

中川委員からの御指摘どおり、固有名詞や表現については、注釈等の説明をつけてまいりた 

いと思います。 

 

〇中川美香委員 

ありがとうございます。そのことで、県民が自分ごととして捉えるきっかけになると思いま 

す。 

それともう１点、今回のアクションプランは、希望ある未来に向けた力強さというか新しさ

を感じるような内容になっていると思います。一方で、ＳＤＧｓの理念にあるような「誰も置

き去りにしない」というようなメッセージが、もっと表に出てきてもよいと感じました。 

全体を見ると、貧困や困難を抱えた方への支援、多様性への対応、中山間地域の支援など、 

幅広く目配りがされていると思いますが、大項目には未来志向の文言が多く表現されているの 

で、取り残されるという不安を感じる人も出てくるのではないかと思います。 

その辺りのメッセージを、前文になるのか、項目自体になるのか分かりませんが、もう少し 

増やしていただきたいと思いました。 

 

〇総合政策課長 

ありがとうございます。「計画策定の趣旨等」の中で、今のような御指摘を反映できないか、 

検討したいと思います。 

 

〇佐藤会長 

続きまして、難波委員お願いいたします。 

 

〇難波委員 

おはようございます。私がこの冊子を手に取って、最初の１～３ページの計画策定の趣旨や

アクションプラン推進に当たっての基本姿勢を読ませていただいた際、今後の未来を作ってい

くという強い意思を感じ強く共感しました。ありがとうございます。 

その中で、感じたことを２つ申し上げたいと思います。１つ目が、2020 年から 2030 年までは

「行動の 10 年」と言われており、今行動しないと、50 年後・100 年後は持続不可能になるとい

うことが、世界的に言われているということです。私たちは非常に大切な時代を生きていると

いうことになります。 

持続可能な未来を子どもたちに残せるかどうか、その可能性は、大人の一つひとつの行動で、
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変わってくると思います。その中で、やはりこの脱炭素・カーボンニュートラルは、全ての項

目においてのベースになると、私は先日の専門部会でもお話をさせていただいたところです。

そもそも温暖化の影響は私たちだけの問題ではなく、発展途上国や若い世代が受けることにな

りますので、誰かの犠牲の上にある社会を変えようとするのが「脱炭素」です。 

2022 年は温室効果ガスの算定の年と言われており、それぞれの企業が、どの程度の温室効果 

ガスを出しているのかということを、各企業が算定する時期になっておりました。 

これから農林水産業にも、そのような流れが波及していく中で、まだ具体的にはなっていま

せんが、炭素税の話が出てくると予想しております。また、温室効果ガス排出量の計算も大事

なってくると思われるため、当然、そのような人材も必要になってくると思われます。 

農林水産業に関しては他にも、緑の食料安全システム戦略がカーボンニュートラルの大きな

鍵となり、今回のＧ７宮崎農業大臣会合の話題にも出てくるかと思います。そのような流れが

ある中で、「脱炭素」という言葉が、実施内容には記載がありますが、概要の中に入っていない

のが、残念だと感じました。 

例えば、有機農業の面積は、2050 年までに 25％上げないといけないという国の目標がありま

すが、まだまだ低いです。それを改善するためには、当然指標が必要になってくると思います。 

また、食料やエネルギーの安全保障は、防災にも大きく関係してくると思われます。防災に

ついては先ほど平井専門委員も基盤が弱くなっているとおっしゃられましたが、私たちは今、

行動の 10年を生きているということをもっと認識する必要があるのではないでしょうか。 

例えは、化学農薬を使うことによって生物多様性がなくなってしまえば、20 年後になるかも 

しれませんが、防災において非常に脅威となる可能性があります。そのような観点で農林水産 

業に関しては、今は生産が十分あるかもしれませんが、気候変動が進む中で、食料の生産量は、 

おそらく落ちてくるであろうと予測されておりますので、もう少し手厚く記載していただけれ 

ば嬉しいと思います。 

カーボンニュートラルに関しては、企業や行政だけが頑張っても、当然叶うものでありませ 

ん。我々市民がどう誠実に正しく向き合って、経済活動（ＧＤＰ）を上げながら排出量を下げ 

ていくのか。そういった経済の大転換をしていくために、市民への教育もお願いできたらと思 

います。 

最後になりますが、10 ページの「魅力あふれる『観光みやざき』の創生」の部分です。こち 

らには、５つのＳ（食・スポーツ・自然・森林・神話）等が掲げられており、新たな体験メニュ 

ーの開発等も書かれておりますが、今世界は、かなりサステナビリティに向き合っており、外

国人観光客の誘客強化にも重要な視点になってきております。 

また、サステナビリティは自然だけの観点ではありません。持続可能性とは、先ほどのビル

の維持・管理の話など、今持っているものをどう活用していくかということもですし、人への

配慮、女性活躍や人権も入ってきます。 
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ぜひ、５つのＳにサステナビリティとステークホルダーを加えて、７つのＳにしていただけ 

たらと考えております。持続可能性と、宮崎に住んでいる人々が宮崎の環境を守っていくステ 

ークホルダーであるという観点で観光を作っていくと、いろいろな産業が関わりやすくなるの 

ではないかと感じたところす。 

 

〇総合政策課長 

ありがとうございます。脱炭素化をもっと手厚くという御意見ですが、どこが最も適当なの 

か、イメージとしては農業のところですが、全般に手厚くという御意見でしょうか。 

 

〇難波委員 

全般です。脱炭素については、もっと言及しなくては、取り残されてしまう部分だと思いま 

す。言葉は悪いですが生ぬるいかなと感じています。例えば、ビジネスにおいては現在、ＥＳ 

Ｇ経営を行う企業に投資家が注目しております。 

企業が、今後 50 年、100 年、起こり得るリスクに関して、しっかり身構えているか、備えて 

いるか。準備していない企業には投資がされませんので、大企業は自分達が購入する商品の温 

室効果ガスの排出量にも配慮しています。大企業はそのような取組が増えていますが、中小企 

業は、温室効果ガスの排出量の計算等もままならない状況です。 

大手企業はＣＳＲ調達等も求めてきており、県内の企業にも「努力してください」と言われ 

ている状況があるとお聞きしております。そのような状況もありますので、産業づくりの部分 

で、脱炭素についての達成目標を指標として整えておかないといけないと考えております。 

 

〇総合政策課長 

非常に重要な視点だと私ども考えております。脱炭素について、どのような形で組み込むか 

 検討させていただきたいと思います。また、５つのＳにつきましては、本県にある特徴を生か 

して観光を推進するという流れで作っておりますので、サステナビリティやステークホルダー 

は大事な視点ですが、趣旨が合わないと考えております。よって、５つのＳは、そのままの表 

現でお願いしたいと思います。 

 

〇佐藤会長 

ありがとうございました。今の難波委員のお話を聞いて、私も１点、「なるほどそういう動き 

があるのか」と納得した部分がございました。日之影町では小水力発電に取り組んでおります 

が、大手商社から、買いたいというような連絡が入ってきております。 

例えば製造業であれば、アメリカの Amazon 等に出荷する訳ですが、その Amazon が、自然エ 

ネルギーで作った製品しか買わないという流れが出てきているようです。そのような流れで、 
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大手商社等も、水力・風力など、どのようなエネルギーを使用して作られて製品なのかを重視 

しているのだと感じました。大変勉強になりました。 

  他にございませんか。それでは加納委員、お願いします。 

 

〇加納委員 

私はプログラムⅢの政策１「子どもを生み育てやすい県づくり」のところで、毎回同じよう 

な意見を言い続けていますが、今日も言わせていただきたいと思います。 

先ほど産後ケアの話も出ましたが、結局大きな問題として、どれだけ男性が女性を支えられ

るか、サポートできるかというところに、全てがかかってくるのではないかと思います。 

みやざき女性の活躍推進会議でも、昨年くらいから、ジェンダー平等の部分に力を入れて取 

り組んでいますが、結局、産後ケア問題にしても、子育て中の問題にしても、女性の活躍をど 

う推進していくかにしても、女性の意識改革だけでは難しい部分があります。やはり、男性の 

方が、どれだけ真剣に取り組んでくださるか、そこしかないと考えています。 

 先日、全都道府県のジェンダーギャップ指数が出ましたが、宮崎県はかなり低い結果でした。 

政治が最下位で、行政も 40 位くらい、総合評価でも、後ろから何番目かだったと思います。そ

のくらい宮崎県は、男女平等という部分では遅れています。 

例えば 23ページの指標でも、これも私が毎回発言している部分になりますが、男性の育児休

業取得率が、現状 16.6％となっています。まず、目標自体が男性 30％、女性 100％という数字

を見たら、女性はがっかりすると思います。やはり、後の 70％は女性の負担になるという印象

受けてしまうのではないでしょうか。もちろん、実際には難しいかもしれませんが、育児休業

取得率だけではなく、女性が見たときに、宮崎の男性は頑張ってくれているというような、も

う少し夢が持てる数字を出していただきたいと思います。 

さらに、育児休業の取得内容の話ですが、企業によっては１日だけ育児休業を取得しても、

取得率に加算されるというのが現状のようです。父親が１日休んでも、母親は全然助からない

というか、それは普通の有給休暇とどこか違うのかということになると思います。もちろん、

高いハードルがあると思いますが、男女の負担が 50 対 50 になるくらいのところを目指してい

かないと、労働力不足の問題も改善しないと感じました。 

また、26 ページの重点項目１に、女性が輝く地域づくりとあり、実施内容が３つ書かれてい 

ます。この部分が、何となく女性が頑張ればよいのではいかという表現に感じられてしまいま 

す。常に、男性と女性がアフターファイブの部分も平等で生きていけるようなメッセージが出 

せないかと、いつも思っているところですので、誰かが言い続けなければならないと考え発言 

させていただきました。 

 

〇佐藤会長 
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大変貴重な御意見ありがとうございました。続いて渡邊委員お願いします。 

 

〇渡邊委員 

計画段階で、あまり現実的な話をするのもどうかと思いますが、この計画を遂行するに当た 

り、やはり雇用問題というものが底辺にあると思っています。 

多様な人材であるとか、県内定着であるとか、いろいろな策を考えておられますが、それ以 

前に、「今、非常に差し迫っている」というところの温度差が、少し民間と県の間にはあるよう 

な気がしております。非常に難しい問題だとは思いますが、もう少し雇用問題に注力して欲し 

いと感じております。 

宮崎市観光協会の会長もやっておりますが、今回のＷＢＣに向けた日本代表合宿も、県との 

連携により、日本国内や世界に宮崎をアピールでき、本当に良かったと思っております。さら 

に、宮崎市やその他の市町村の協力もかなりあったと思いますので、観光については、県と市 

町村との連携が非常に重要であると考えております。 

最後に、アクションプランの推進について意見を言わせてください。これだけ多くの課題を

少ない人数・財源で進めて行くのは、本当に大変だと思います。３ページの基本姿勢２に「現

場主義の徹底、対話と協働の推進」と書いてありますが、ぜひ、私ども民間も同じですが、「県

民のために」という視点で、県民のニーズを的確にとらえて、県民の皆さん、企業、市町村な

どと丁寧に対話しながら協働で進めていただく、さらには、信頼関係を作って進めていただく

ということを強くお願いしたと思っております。 

あと、これは質問になりますが、このアクションプランが策定された後、主役である県民の

皆さんに、しっかり内容を理解していただかないといけないと考えております。せっかく作っ

た物語を、ストーリーとして形にしていく必要があると思います。 

私の考えとしては、マスコミに広報したり、ハンドブックを作ったり、教育の現場で取り入

れてもらうのも良いかなと考えた次第です。若い人に興味を持ってもらうことが大切だと思い

ますので、県の方にお考えがあれば、教えていただきたいと思います。 

 

〇総合政策部長 

アクションプランについては、当然県民の皆さまに出来る限り知っていただき、御協力いた 

だきながら具体的な行動をお願いすることが必要であると考えております。 

そのために、例えば県政番組の中で取り上げていくとか、パンフレットを作っていろいろな 

場所に置くとか、先ほどありましたように学校の出前授業で活用するとか、様々な機会を作っ 

て、普及を図っていくことになるかと思います。ただし、それも実際には人がやっていくもの 

ですので、量的に十分かということは考えなければいけません。 

県政番組であるとか広報誌であるとか、市町村にも協力をいただきながら、アクションプラ 
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ンに描いた考え方を、県民にしっかり理解していただくということが大切であると思います。 

また県には、それぞれの部局ごとの計画もあります。それぞれの分野が目指しているものに 

ついての広報活動も行ってまいりますので、県の全体の概念を御理解いただけるよう、努力し 

ていきたいと思います。 

 

〇佐藤会長 

大変貴重な御意見をいただきました。私自身、町村会の会長をさせていただいており、他の

自治体の首長の皆さんとの繋がりがありますが、やはり１つの自治体でできないことは、民間

も含め、県全体で同じ方向性を持って頑張っていくことが大切であると考えております。 

先ほど委員の方からありましたように「行動の 10年」ということですので、ぜひ積極的な広 

報・啓発活動を私からもお願いしたいなというふうに思っております。それでは続きまして、 

柚木崎専門委員どうぞ。 

 

〇柚木崎専門委員 

宮崎フードビジネス相談ステーションの柚木崎です。私はフード関係の部分しか分からない 

のですが、33 ページに指標として、県内高校・大学新卒者の県内就職割合というのがあります。 

大学であれば令和８年に 50.8％に伸ばすということで、私は大学教育にも多少なりとも関わっ

ておりまして、大学生に講義もする中で、ぜひ、県内の大学に通っている学生の皆さんには、

宮崎県内に残って欲しいという思いを抱いています。具体的には、南九州大学で食品関係の講

義をしておりますので、できる限り県内の食品関係の製造業の紹介も入れるようにしています。 

ところが先日、南九州大学の先生と話をした際に、せっかく食品の専門学科あるのに、大卒 

者を採用する企業が非常に少ないという話がありました。全く求人がないわけではないのです 

が、結局、大卒者を雇える受け皿となる企業が少ないという現状を改めて知りました。小規模 

事業者が多いということで、なかなか大卒者を受け入れるということができないというのが実 

情だと思います。 

その中で、目標値を達成するためには、プログラムⅤの「力強い産業の創出と地域経済の活

性化」の実施内容にもあるように、様々な関係機関同士での連携が重要になると思っておりま

す。小規模事業者が雇用を増やすというのは、１年でできることではないのと思いますので、

長期的な視野で、若者の県内定着について考えていただきたいと思います。 

 

〇佐藤会長 

 ありがとうございました。続いて、楠元委員お願いします。 

 

〇楠元委員 
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障がい者が働くという部分で、26 ページの重点項目２に、障がい者が自立し、安心して暮ら

せる共生社会づくりとあります。障がいのある方々が地域で安心して生活できるという環境は、

障がい者が希望を持てるとともに、働く人材を増やす１番のチャンスと思っております。 

私どもの社会福祉法人の方からも、多くの方が就職されていますが、５人に１人は戻ってき

ている状況にあります。やはりまだ、企業側の方に受け入れ体制ができてないと感じています。 

障がいのある方たちを受け入れるためには、障がいの種類など勉強をして受け入れないといけ 

ませんが、罰則金の部分がありますので、無理をして採用する側面もあるのかと思います。 

そのような中で、障がいのある方々は指示が理解できなくてほったらかしにされたりするよ

うな状況があったり、身体に障がいがある車椅子の方には「これを持って行きなさい。」とか、

「これを運びなさい。」ということは言わないですが、知的障がいや精神障がいの方は、見た目

では分かりにくいことから、「何でこういうこともできないのか。」等のパワハラ的な言葉を掛

けられ辞める方も多いようです。やはり企業側に、障がい者を受け入れることができる専門的

な知識を持たれた方が必要ではないかと考えています。一人でもそのような方がいらっしゃれ

ば、辞める方が少なくなって、働くことのできる人材が増えていくのではないでしょうか。あ

と、採用数についても、県からの指導や助成等を検討していただければ改善につながると思い

ます。 

 

〇佐藤会長 

ありがとうございました。続きまして、井上専門委員お願いします。 

 

〇井上専門委員 

デジタル関係で発言させていただきます。14ページの実施内容 1に、医療や交通、行政など 

様々分野のデータ連携によるスマートシティの推進と書いてあります。あまり馴染みのない委 

員の方もいらっしゃるかもしれませんが、国も新しい資本主義の中で「デジタル田園都市国家 

構想」を掲げていますように、地方創生戦略の中で、デジタルの活用が大変重視されてきてい 

る状況にあります。 

さらに国は、地方自治体に対して広報事業をやっております。具体的には、デジタル田園都 

市国家構想実現に向け、タイプ１として、多くのデジタル関連の事業を地域に作ってデータを 

着実に貯めていくのが目的にとしています。さらに、タイプ２・３では、まさしくこのデータ 

連携が、必須要件になるとされております。 

今は、ＩＣＴ活用の時代からＤＸの時代に変わっていく大きな転換点の時期であり、縦で成 

長してきた時代から横がつながり、新たな価値を生み出していくために新たな接点を作ってい 

くことが大事になってくると思います。まさしく異なる分野の企業間連携であるとか、市町村 

の行政区域を越えた広域連携も必要になってくると考えます。 
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そのようなことを意識していただいて、この４年間の計画に具体的な成果指標等を必ずしも

掲げなくても構いませんが、強く意識してやって欲しい部分だと思っています。 

あと、先ほど渡邊委員も言われましたが、３ページ目の基本姿勢の１のところに、「地域力」 

や「きずな・つながり」というキーワードも出てきますし、基本姿勢２のところでは、「現場主 

義」や「対話と協働」というキーワードも出てきております。 

やはり、住民目線でのスマートシティというのは、あくまで住民から見たときのスマートな 

まちであって、行政区域ごとに切れているような話ではなく、生活圏全体がスマートになると 

いう話だと思います。 

そのためには、やはり地域間連携、市町村間連携等の広域連携により、交通、防災、観光等、

いろいろな分野が横につながっていき、さらにデータを共有することで、新たな価値を生み出

す。そのような取組を強く推進して欲しいと思っています。 

デジタルに関しては、様々な箇所で書かれてはいますので、さらにキーワードとして入れる 

かどうかは別として、デジタル活用における宮崎のチームづくりを意識していただければと感 

じております。 

 

〇佐藤会長 

 ありがとうございます。続きまして、甲斐専門委員お願いします。 

 

〇甲斐専門委員 

  ひとり親世帯の支援をしております甲斐と申します。私の方からは、加納委員も言われてま 

したが、26ページの重点項目１、女性が輝く地域づくりの部分について、意見をさせていただ 

きます。 

就職・就業、キャリアアップの支援等について書いてありますが、やはりそこにはお子さん 

がいらっしゃいます。病児保育とか一時預かりとか、そういった整備がセットになっておらず、 

支援を受けたくても受けられない現状もありますので、実施内容３にある女性が働きやすい職 

場環境づくりの推進というところとは別に、キャリアアップしやすい職場環境づくりを追加し 

ていただけたら、８ページの重点項目１にある「貧困や孤立など困難を抱える人への支援」の 

部分ともリンクしていくと考えたところです。 

また今後、パブリック・コメントにもつながっていくと先ほど説明がありましたが、専門用

語、カタカナ、アルファベット等には注釈等をつけていただけると見やすくなると感じました。

よろしくお願いします。 

 

〇佐藤会長 

 ありがとうございます。続いて難波委員お願いします。 



21 
 

 

〇難波委員 

先ほどのカーボンニュートラルのところで、もう少しお話させてください。37 ページの重点 

項目４「ゼロカーボン社会づくり」という部分の実施内容の５に、農林水産資源の循環利用に 

よる地域における循環経済（サーキュラーエコノミー）の促進と書いてありますが、サーキュ 

ラーエコノミーは農林水産だけではございません。工業に関しても、生活に関しても、様々な 

場面において循環型経済というものは、今後ビジネスおいても必要になってきますので、この 

部分だけに置いておくものではないと考えています。 

もう一つ、27 ページの重点項目４、外国人と共生する社会づくり・国際交流の促進の部分に 

ついての意見です。今後、日本人が少なくなっていく中で、共生していく外国人の方にたくさ 

ん来ていただきたいなと思います。 

日本人の若者が、賃金が安いからといって外に出ていく中で、外国の方に担っていただく部 

分も多いかと思います。その点で、やはりそのような方々へのケアが必要になってくると考え 

ます。関連で指標の部分ですが、外国人住民が暮らしやすいと感じる割合が 92.2％となってい

ますが、この聞き方では、声なき声が拾えていないと私は思います。逆に、暮らしにくいと感

じる方々を減らす方がよいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

〇佐藤会長 

貴重な御意見ありがとうございました。事務局の方で検討をお願いします。続きまして、中

川育江委員お願いします。 

 

〇中川育江委員 

要望ということでお願いしたいと思います。１点目は、今回委員の皆様方と県とが連帯して、 

こういったアクションプランができましたので、先ほどからも出ていますが、ぜひ県民の方々

に、分かりやすく周知をお願いしたいと思っています。工夫をされて写真等も入れていただい

ていますが、どうしても実際に読むとなると疲れてしまいます。 

全てが大事な項目ですので大変かとは思いますが、「私たちが働き暮らす、そして学ぶ宮崎県

は、こういうふうに進んでいくのだ」いうところを丁寧に工夫して説明していただければあり

がたいと思います。 

  ２点目は、32 ページの重点項目２、若者・女性の県内就職の促進の部分です。33ページにあ

る県内高校新卒者の県内就職割合については、全国でも最下位に近かったと思いますが、この

10 年でかなり改善されてきているところです。そこで、ここの目標は 70％くらいが良いと考え

ますが、いかがでしょうか。先ほど加納委員もおっしゃられましたが、インパクトも大事では

ないかと考えます。 
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また、項目としては、若者・女性と包括されておりますが、日常的な産学官の連携をさらに 

強めていただいて、地元に就職しようという若者や女性が増える流れが強くなれば良いと思い 

ます。 

 

〇佐藤会長 

ありがとうございました。予定した時間が近づいておりますが、その他いかがでしょうか。

それでは平委員お願いします。 

 

〇平委員 

10 ページの重点項目１の「観光みやざき」の魅力発信と基盤づくりの部分の実施内容に、新

たな体験メニューの開発・充実や新しい観光スタイルに対応した周遊・滞在型観光の推進とあ

ります。 

私は森林組合に勤務しており、県外からの視察も受け入れておりますが、宮崎ではなく熊本

や鹿児島に泊まる方が多く、宮崎は素通りされることが多いと思います。それは宿泊してまで

見たい観光地が少ないことが原因ではないでしょうか。今回のアクションプランにしっかり記

載されておりますので、ぜひ何か素晴らしい体験メニュー等、観光につながるものを進めてい

ただければ、大変ありがたいと思っております。 

 

〇佐藤会長 

貴重な御意見ありがとうございます。続いて松本委員お願いします。 

 

〇松本委員  

14 ページの実施内容の３に、駅や商店街等を核とした『歩いて楽しめる』まちづくりの推進

とありますが、各自治体のまちづくり協議会等で、ボランティア活動を頑張ってらっしゃる方

が沢山いらっしゃいます。ぜひ、この取組を進める際には、そのようなボランティアの方と子

どもたちを交えて意見を交換していただき、子どもたちが地域を大切にするようなまちづくり

を進めて欲しいと思います。 

あと、私は看護もしておりますが、高齢者は歩くとすぐに疲れます。歩けるまちづくりを推 

進されるのであれば、少し座れて休憩できるスペース等も一緒に備えていただき、まちづくり 

にやさしさも取り入れていただきたいと考えます。 

 

〇佐藤会長 

ありがとうございます。本当に貴重な御意見をいただいておりますが、時間がまいりました。 

 よろしいでしょうか。それでは、委員・専門委員の皆様方、貴重な御意見や御提言をいただき
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ましてありがとうございました。以上で、本日予定しておりました議事の全てを終了いたしま

す。円滑な進行への御協力ありがとうございました。 

今後は、本日の議論やパブリック・コメントの結果等を踏まえまして、事務局で内容を整理

いただき、次回の審議会で本アクションプランの答申案を御審議いただく予定となっておりま

す。 

以上で、本日の議事進行を終わらせていただきます。それでは事務局にお返しします。 

 

〇事務局 

佐藤会長、議事の進行ありがとうございました。また、皆様には長時間にわたりまして御議

論をいただき、誠にありがとうございました。 

なお、アクションプランの素案に関して、追加の御意見等がございましたら、４月 10 日月曜 

日までに、お手元の資料２の様式を、メールもしくはファックスで事務局の方に御提出いただ 

ければ幸いです。 

続きまして、次回審議会の御連絡です。次回は委員の皆様のみ御参集いただきまして、５月

18 日木曜日の開催を予定しております。正式には改めて御案内を差し上げますが、日程の確保

に御配慮いただければと存じます。 

それでは以上をもちまして、第７回宮崎県総合計画審議会・第５回専門部会合同会議を閉会

いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


